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水
道
管
の

	　

漏
水
調
査
の
実
施

　

水
道
本
管
か
ら
水
道
メ
ー
タ
ー
ま

で
の
漏
水
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
身

分
証
明
書
と
腕
章
を
携
帯
し
た
調
査

員
が
宅
地
内
に
入
り
ま
す
の
で
、ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
調
査
の
際
、立

会
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

⚫�

調
査
区
域
：
上
水
道
区
域（
水
沢
・

入
間
・
綱
取（
沼
の
平
除
く
）・
沼
山

（
芦
沼
田
、
中
岫
、
立
目
、
南
野
除

く
）・
原
・
間
沢
・
海
味（
間
沢
川
除

く
）・
吉
川（
稲
沢
山
除
く
）・
睦
合
）

⚫�

期
間
：
５
月
７
日（
水
）～
６
月
30

日（
月
）頃
ま
で�

※
平
日
の
み

⚫
時
間
：
８
時
30
分
～
17
時

⚫
調
査
機
関
：
東
日
本
漏
水
調
査
㈱

	

☎
0
2
3
8
‐
3
7
‐
5
5
2
8

⚫�

そ
の
他
：
当
調
査
に
係
る
費
用
請
求

お
よ
び
訪
問
販
売
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、ご
注
意
ね
が
い
ま
す
。

【 

漏
水
通
報
に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

】

　

道
路
上
ま
た
は
自
宅
敷
地
内
で
地

面
か
ら
水
が
湧
き
出
て
い
る
、常
に
水

た
ま
り
が
で
き
て
い
る
よ
う
な
場
合
、

地
下
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
水
道
管
が

漏
水
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

発
見
し
た
場
合
は
問
合
せ
先
ま
で
通

報
を
お
願
い
し
ま
す
。

問�

建
設
水
道
課
水
道
経
営
管
理
室
上

下
水
道
係（
庄
司
）	

	
	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
4
4
1
1

	
 

応
急
手
当
定
期

	

講
習
会
を
開
催
し
ま
す

⚫�

種
類
：
普
通
救
命
講
習
Ⅰ

⚫�

日
時
：
６
月
14
日（
土
）９
～
12
時

⚫�

定
員
：
20
名
程
度

⚫�
場
所
：
寒
河
江
市
技
術
交
流
プ
ラ
ザ

⚫�
受
講
費
用
：
無
料

⚫�

対
象
者
：
個
人
、グ
ル
ー
プ
、団
体

（
企
業
単
位
等
）ど
な
た
で
も
受
講

可
能
で
す
。

⚫�

募
集
締
切
日
：
５
月
14
日（
水
）

⚫�

応
募
方
法
：「
受
講
申
請
書
」を
記

載
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

申
請
用
紙
は
消
防
署
・
各
分
署
か
、

西
村
山
広
域
行
政
事
務
組
合
の

Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
。

⚫�

受
付
場
所
：
西
村
山
管
内
の
消
防

署
お
よ
び
各
分
署

問�

○�

平
日（
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）：

西
村
山
消
防
本
部
警
防
課

	

☎
0
2
3
7
‐
8
6
‐
2
5
7
6

	

○�

休
日
・
夜
間
：
西
村
山
消
防
本

部
消
防
署

	

☎
0
2
3
7
‐
8
6
‐
2
5
7
4

５
月
は
不
法
投
棄

	

監
視
お
よ
び
海
岸
漂
着

	

ご
み
削
減
強
化
月
間
！

　

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
犯
罪
で

す
。
不
法
投
棄
等
を
見
か
け
た
場
合

に
は
、問
合
せ
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
ま
た
、海
岸
漂
着
ご
み
の
お
よ
そ

７
割
は
内
陸
部
の
ポ
イ
捨
て
や
屋
外

で
放
置
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み

が
川
へ
流
れ
海
に
た
ど
り
着
い
た
も

の
で
す
。
不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
は

地
域
を
汚
す
と
と
も
に
海
も
汚
し
ま
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す
。
み
ん
な
で
不
法
投
棄
を
撲
滅
し

ま
し
ょ
う
。

【	�

不
法
投
棄
１
１
０
番 

】

問�

村
山
総
合
支
庁
保
健
福
祉
環
境

部
環
境
課
廃
棄
物
対
策
担
当

	

☎�

0
2
3
‐
6
2
1
‐
8
4
5
2

	
��（

直
通
）

問�

町
民
税
務
課
生
活
環
境
係（
飯
野
）�

　
☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
4
1
1
8

	
 

農
作
物
を
守
る

	

電
気
柵
等
の
設
置
費
用

	

を
支
援
し
ま
す

　

ク
マ
や
イ
ノ
シ
シ
、小
動
物（
ハ
ク

ビ
シ
ン
等
）か
ら
農
作
物
を
守
る
た

め
の
電
気
柵
等
の
設
置
に
係
る
費
用

を
支
援
し
ま
す
。

⚫�

補
助
対
象
経
費
：
鳥
獣
被
害
防
止

の
た
め
の
電
気
柵（
通
電
性
の
防
草

シ
ー
ト
を
含
む
）・
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ

シ
ュ
柵
の
設
置
費
用

⚫�

補
助
対
象
者
：
町
内
で
営
農
活
動

を
行
う
農
業
者
、農
業
者
グ
ル
ー

プ（
電
気
柵
設
置
に
あ
っ
て
は
安
全

講
習
会
を
受
講
す
る
こ
と
）

⚫�

補
助
率
：
補
助
対
象
経
費
の
２
分

の
１
以
内（
上
限
20
万
円
）

⚫�

申
請
期
限
：
５
月
23
日（
金
）※
期

限
後
も
随
時
受
付
し
ま
す

⚫
申
請
先
：
み
ど
り
共
創
課
農
政
係

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
み
ど
り
共
創
課
農
政
係（
志
田
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
2
1
1
3

 

野
生
鳥
獣
の
集
落
出
没

を
防
ぐ
た
め
の
不
要
果
樹

の
伐
採
費
用
を
支
援

　

ク
マ
や
イ
ノ
シ
シ
等
が
集
落
へ
出

没
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、寄
せ
付
け
る

原
因
と
な
っ
て
い
る
不
要
な
果
樹
を

伐
採
す
る
費
用
を
支
援
し
ま
す
。
ぜ

ひ
、ご
活
用
く
だ
さ
い
。

⚫�

補
助
対
象
経
費
：
野
生
鳥
獣
が
集

落
へ
出
没
す
る
の
を
抑
制
す
る
た

め
の
不
要
果
樹（
柿
、栗
等
）伐
採
に

係
る
経
費

⚫�

補
助
対
象
者
：
自
治
会（
区
、町
内

会
等
）ま
た
は
個
人

⚫�

補
助
率
：
補
助
対
象
経
費
の
３
分

の
２
以
内（
１
本
あ
た
り
の
上
限

２
万
円
）

⚫�

申
請
期
限
：
５
月
23
日（
金
）※
期

限
後
も
随
時
受
付
け
し
ま
す
。

⚫
申
請
先
：
み
ど
り
共
創
課
農
政
係

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
み
ど
り
共
創
課
農
政
係（
志
田
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
2
1
1
3

	
 

女
性
の
た
め
の

労
働
相
談
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

�

６
月
の�「
男
女
平
等
月
間
」�

に
伴

い
、�

働
く
上
で
女
性
が
抱
え
る
悩
み

や
不
安
、職
場
の
問
題
に
関
す
る
労

働
相
談
へ
の
対
応
を
行
い
ま
す
。職
場

の
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ
ラ
、マ
タ
ニ

テ
ィ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、解
雇
、賃
金

カ
ッ
ト
、�

未
払
い
賃
金
、休
暇
な
ど
、�

労
働
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
す
。

⚫�

期
日
：
６
月
10
日（
火
）・
11
日（
水
）

⚫�

時
間
：
10
～
18
時

⚫�

相
談
方
法：相
談
者
が
電
話
で
相
談

す
る
方
法
で
す
。

⚫�
相
談
電
話
：
☎
0
1
2
0
‐
1
5
4

‐
0
5
2（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

問
連
合
山
形

	

☎
0
2
3
‐
6
2
5
‐
0
5
5
5

	
 

憲
法
記
念
行
事

		

無
料
法
律
相
談
会

⚫�

日
時
：
５
月
７
日（
水
）�

10
～
15
時

⚫�

場
所
：
山
形
県
弁
護
士
会
館（
山
形

市
七
日
町
２-

７

－

10�

Ｎ
Ａ
Ｎ
Ａ�

Ｂ
Ｅ
Ａ
Ｎ
Ｓ�

８
階
）

⚫�

受
付
方
法
：
当
日
会
場
に
て
受
付�

（
申
込
み
不
要
）※
受
付
は
14
時
30

分
ま
で
。
当
日
申
込
状
況
に
よ
り
、

受
付
終
了
時
間
を
繰
上
げ
る
場
合

も
ご
ざ
い
ま
す
。

問
山
形
県
弁
護
士
会
事
務
局�

	

☎
0
2
3
‐
6
2
2
‐
2
2
3
4

 

	
 

町
立
病
院
の

予
防
接
種
の
受
入
れ
体
制

21



　

令
和
７
年
度
の
各
種
予
防
接
種

（
子
ど
も
・
高
齢
者
肺
炎
球
菌
）は
、

５
月
７
日
以
降
の
月
～
金
曜
日
に
実

施
し
ま
す
。

⚫�

予
約
受
付
：

○�

月
～
金
曜
日
の
９
～
17
時
に
町
立

病
院
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。

○�

接
種
希
望
日
の
７
日
前
ま
で
に
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

【  

子
ど
も
の
予
防
接
種（
１
歳
未
満

を
除
く
）】

⚫
接
種
を
行
う
ワ
ク
チ
ン
：

①��

法
定
予
防
接
種（
自
己
負
担
な
し
）：

日
本
脳
炎
、四
種
混
合
、三
種
混

合
、二
種
混
合
、小
児
用
肺
炎
球

菌
、ヒ
ブ
、水
痘
、子
宮
頸
が
ん
、

麻
し
ん
風
し
ん
等

②
任
意
予
防
接
種
：
お
た
ふ
く
か
ぜ

⚫
実
施
時
間
：

○�

当
日
受
付�

14
時
30
分
～
45
分

○�

接
種�

14
時
45
分
頃
～

【 

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種 

】

⚫�

接
種
を
行
う
ワ
ク
チ
ン
：
肺
炎
球

菌
ワ
ク
チ
ン

※�

こ
の
ワ
ク
チ
ン
は
５
年
間
有
効
の

た
め
、令
和
３
年
度
以
降
に
接
種

を
受
け
た
方
は
、今
年
度
の
接
種

を
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⚫
実
施
時
間
：

○�

当
日
受
付�

11
時
15
分
～
30
分

○�

接
種�

11
時
30
分
頃
～

【 

帯
状
疱
疹
予
防
接
種 

】

⚫�

接
種
を
行
う
ワ
ク
チ
ン
：

①
生
ワ
ク
チ
ン

②
組
換
え
ワ
ク
チ
ン

※�
２
カ
月
以
上
の
間
隔
を
置
い
て
２

回
接
種

⚫�

実
施
時
間
：

○�

当
日
受
付�
14
時
15
分
～
30
分

○�

接
種�

14
時
30
分
頃
～

問
町
立
病
院

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
2
2
1
1

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
で

	

お
悩
み
の
方
の
借
金
と

	

心
の
無
料
相
談
会

　
東
北
財
務
局
山
形
財
務
事
務
所
で

は
、左
記
日
程
で
当
所
専
門
相
談
員

お
よ
び
保
健
師
に
よ
る
無
料
相
談
会

を
開
催
致
し
ま
す
。相
談
無
料
・
秘
密

厳
守
で
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。（
予
約
が
必
要
で
す
）

⚫�

期
日
：
５
月
20
日（
火
）・
21
日（
水
）・

22
日（
木
）

⚫�

時
間
：
８
時
30
分
～
16
時
30
分

⚫�

受
付
締
切
：
５
月
19
日（
月
）�

16
時

20
分

⚫�

会
場
：
山
形
財
務
事
務
所（
山
形
県

山
形
市
緑
町
２

－15

－３
）

※�

遠
方
の
方
、当
日
ご
都
合
の
つ
か
な

い
方
は
、常
設
相
談
窓
口
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。　

問
山
形
財
務
事
務
所
理
財
課

	

☎
0
2
3
‐
6
4
1
‐
5
2
0
1

� �

	
第
２
回 

	

に
し
か
わ
ナ
イ
ト
ラ
ン
・

	

チ
ャ
レ
ン
ジ
21

○	�

３
０
０
ｍ
×
70
周
21
キ
ロ
、ハ
ー
フ

マ
ラ
ソ
ン
完
走
を
目
指
そ
う
！

○	�

２
名
以
上
の
チ
ー
ム
や
家
族
で
リ

レ
ー
形
式
も
Ｏ
Ｋ
！

○	�

１
キ
ロ
５
分
～
６
分
30
秒
ペ
ー
ス

の
４
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
休
憩

し
な
が
ら
、体
力
に
合
わ
せ
て
無
理

な
く
走
り
ま
す
。

⚫	�

期
日
：
５
月
17
日（
土
）

⚫	�

時
間
：
17
時
ス
タ
ー
ト

⚫	�

場
所
：
西
川
町
民
グ
ラ
ウ
ン
ド

⚫	�

参
加
費
：
大
人
１
，０
０
０
円
、児

童
・
学
生
５
０
０
円
、
園
児
無
料

（
保
険
料
・
給
水
、補
食
エ
イ
ド
利

用
込
み
）

※�

ラ
ン
ニ
ン
グ
後
の
交
流
会
も
開
催

し
ま
す
。

※
詳
細
、申
込
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

問�

か
ら
だ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
・
エ
ム
ズ

（
最
上
）

　
☎
0
9
0
‐
6
2
2
0
‐
8
6
1
2

��
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求求
人人　
　
　

 

事
業
拡
大
に
つ
き

		

西
川
町
総
合
開
発
の

		

職
員
募
集

　

西
川
町
の
観
光
業
を
盛
り
上
げ
、

地
元
に
愛
さ
れ
る
店
づ
く
り
の
た
め

に
一
緒
に
働
い
て
い
た
だ
け
る
方
を
募

集
し
ま
す
。

⚫	�

雇
用
形
態
：
正
社
員
、パ
ー
ト
、ア

ル
バ
イ
ト

⚫	�

応
募
職
種
：
道
の
駅
売
店
、レ
ス
ト

ラ
ン
、水
沢
温
泉
館
、水
沢
温
泉
館

夜
間
清
掃
、ビ
ー
ル
製
造
業
、弓
張

平
公
園
清
掃

⚫	�

募
集
人
数
：
各
部
門
若
干
名

⚫	�

応
募
条
件
：

◦�

西
川
町
在
住
ま
た
は
西
川
町
出
身

者
を
積
極
採
用

◦
接
客
が
好
き
で
地
元
愛
が
あ
る
方

⚫	�

待
遇
等

◦�

給
与
：
当
社
規
定
に
よ
り
決
定（
ス

キ
ル
や
経
験
に
応
じ
て
優
遇
）

◦
勤
務
地
：
山
形
県
西
川
町

◦�

勤
務
時
間
：
８
時
30
分
～
17
時
30
分

（
休
憩
１
時
間
）

　
温
泉
館
：
日
～
木�

19
～
21
時

	
	
	
	　

��

金
・
土�

19
～
22
時

	
温
泉
館
夜
間
清
掃
：

	
	
	
	　
��
日
～
木�

21
～
23
時

	
	
	
	　

��
金
・
土�

22
～
24
時

◦�

休
日
：
年
間
１
０
５
日（
３
ヶ
月
後

有
休
５
日
）

◦	�

業
務
は
シ
フ
ト
制

◦	�

福
利
厚
生
：
社
会
保
険
完
備
、通

勤
手
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気になるテーマがあったらぜひ参加を！ 
みんなで対話しましょう♪

テーマ 日時 対象者 場所

西川町総合建設組合との対話会 5/13（火）
17:00-18:30 組合3役 町民憩い

スペース

※5/1現在
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日時 来町者 目的 場所
町民
参加

5/1 新庄河川事務所長 町長へのご挨拶 建設
水道課 -

5/1～ 21 おたすけ隊1期 4名 お困りごとのお手伝い 町内 -

5/7
地域活性化起業人
デロイトトーマツ ファイナンシャル
　アドバイザリー合同会社 塚本氏

第二世代交付金伴走業務
町の施策全般
アドバイザー業務

つなぐ課 -

5/8～ 28 おたすけ隊2期 2名 山菜園地整備の
お手伝い 町内 -

5/12～ 14 地域活性化起業人 
　リノス（株） 村井氏

道の駅リニューアル
事業支援 かせぐ課 〇

5/23 地域活性化起業人
　（株）リトルパーク 古里氏

空き家活用ファンド
事業支援 つなぐ課 -

5/25～ 31 保育園留学（4才女児・2才女児）
　東京都八王子市

地域に滞在する子ども
主役の暮らし体験

健康
福祉課 -

5/28 DX 推進アドバイザー
atイノベーション 九島氏　 DX推進業務 総務課 -

5/28 地域活性化起業人
　シー・スリー・アイ（株） 山口氏 システム標準化PMO 総務課 -

5/28 東北農政局山形県拠点
　地方参事官他３名 町長へのご挨拶 みどり

共創課 -

5/29
地域活性化起業人
デロイトトーマツ ファイナンシャル　
　アドバイザリー合同会社
　吉田氏、高野氏、塚本氏

第二世代交付金伴走業務 つなぐ課 -

※5/1現在

西川町にお越しのみなさま
視察や協定式は、町民の方のご参加もお待ちしています！
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